
  
 

令和８年度京都文化財団嘱託職員 

（技術職、照明・音響）募集要項 
 

〔募集職種〕 

 京都文化財団嘱託職員（技術職、照明・音響） 

 

受験申込期間 令和８年２月 12 日(木)から 

令和８年２月 27 日(金)（必着） 

 

手続きの詳細は次ページ以降をご覧ください 

 

 

 

 

公益財団法人京都文化財団 
 
 
 



  
 

公益財団法人京都文化財団 嘱託職員（技術職、照明・音響）募集要項 
 
<募集内容・受験資格等＞ 
募集職種 技術職（照明）及び技術職（音響） 
採用予定人数（注 1） 各１名（嘱託職員） 
採用予定年月日 令和８年 4 月１日 
職種内容 職員の指導・監督のもと、主に舞台事業の運営・企画、舞台

照明または音響設備等の運営・管理・操作及び施設利用相談、
技術企画全般にかかる業務 
 

雇用主 公益財団法人京都文化財団 
勤務場所 京都府立文化芸術会館または京都府立府民ホール 

※自家用車による通勤は不可 
 

学歴・免許等 ・学校教育法による高等学校以上を卒業した者若しくは令和８
年３月末までに卒業見込みの者。 

・舞台技術関係の就学・就労を通し、舞台照明または音響機器
等を操作するための一定の知識と経験を有する者。 
・職員の指導・監督のもと、京都府立文化芸術会館、京都府立
府民ホールの運営等に積極的に取り組み、京都府の文化芸術の
振興と発展に意欲的に取り組める者。 
・パソコン（エクセル、ワード等）を扱える者。 
以上すべての要件を満たす方。 
 

求める人物像 ・業務全般に責任感をもって意欲的に取組み、他の職員や関係
者・団体と協調しながらコミュニケーションが取れ、京都文化
財団の発展を目指していただける方。 
・京都文化に一定の素養を有している方。 
 

 注１：採用予定人数は見込み数であり、多少増減員することがあります。 
  



  
 

<勤務条件等＞ 
雇用期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日。ただし、令和９年

４月１日以降について更新の可能性あり。（最長３年） 
 

給与等 公益財団法人京都文化財団の非常勤嘱託取扱要綱に基づき支
給します。 
大学卒 ２７７，１００円を上限として、学歴・職歴の内容を
勘案して決定します。 
この他、通勤手当、勤勉手当、時間外勤務手当等がそれぞれの
手当の支給条件に応じて支給されます。 
社会保険（健康保険・厚生年金）、労働保険（雇用保険・労災
保険）に加入します。 
※上記の給与は民間給与の動向に基づき改定される京都府職
員の給与改定が行われた場合、これに準じて改定されること
があります。 
 

勤務時間 ・週４０時間（８時間×５日）シフト勤務あり。 
① 9:00～18:00 
② 13:00～22:00 
（①②とも基本勤務時間。） 
・業務の都合により時間外勤務が発生します。 
 

休日 
 

・4週 8 休（国民の休日がある場合は、その日数分は増） 
※催事等により土日祝日の勤務あり。（配属された施設・部署、
時期により若干異なります。） 
 

休暇等 
 

・公益財団法人京都文化財団非常勤嘱託取扱要綱による 

 
  



  
 

＜試験日時・内容＞ 
試験区分 必要書類等 日 時 会場等 

第 1 次 試 験    
書類審査 

嘱託職員（技術職、 
照明・音響）採用試験
申込書一式 
 

令和８年２月２８日（土） 
～３月６日（金） 

 
  ￣ 

第 2 次 試 験     
面接試験 

第１次試験合格者に
対して個別面接・口
述試験及び適正検査 
 

令和８年３月９日（月） 
～３月１５日（日） 

京都府立府
民ホール 

※日程及び会場の変更について京都府立府民ホールのホームページでお知らせすることが
ありますので、事前に確認の上、受験してください。 

※第 2 次試験については第 1次試験合格者のみを対象に実施します。 
詳細は対象者にのみ通知します。 
ただし第 1 次試験の合否は受験者全員に文書で通知します。 
なお試験結果に関する問い合わせにはお答えできません。 
 

▶次のいずれかに該当する人は応募できません。 

・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなる
までの人。 

・他の団体等において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人。 

▶採用試験に伴う交通費は自己負担となります。 

▶第２次試験の合格者には最終学歴卒業証明書、職歴等の証明書、健康診断書(職務遂行に
必要な健康状態にあることを医療機関で検査し発行されたもの)の提出を求めます。 

▶採用内定後において、募集要項を満たさないことや、申込書等において虚偽の記載、申告
があることなどが判明した場合には採用できません。 

▶荒天、災害等発生の場合の試験実施の有無などについては、前日までに京都府立府民ホー
ルのホームページに掲載します。 

 

＜受験申込手続＞ 

▶提出書類 

  令和８年度公益財団法人京都文化財団嘱託職員（技術職、照明・音響）採用試験申込書 
１通 

  必要に応じて、職務経歴書（様式自由・パソコン作成可）を添付してください。 

▶募集要項及び申込書 

  京都府立府民ホール（または京都府立文化芸術会館、京都府京都文化博物館）のホーム



  
 

ページから、令和８年度公益財団法人京都文化財団嘱託職員（技術職、照明・音響）採用
試験申込書を A4判用紙に印刷して使用してください。 

  試験申込書は、両面印刷にて使用してください。 

  黒のボールペンを使用し、楷書で丁寧に自書してください。 

▶受付期間 

 令和８年２月１２日（木）から令和８年２月２７日（金）（必着） 

 試験申込書は、封筒左下に赤字で「嘱託職員（技術職、照明・音響）採用試験申込み」と
書き、裏に差出人の郵便番号、住所、氏名を明記してください。 

▶郵送申込先及び問い合わせ先 

 京都府立府民ホール 総務課宛 

 〒６０２－０９１２ 

 京都市上京区烏丸通一条下ル５９０－１ 

 電話 ０７５－４４１－１４１４（電話対応時間 ９：００～１８：００ ただし休館日
を除く） 

▶注意事項 

・受付期間を経過して到着した申し込みは受付できません。必ず日数に余裕をもって申し込
みください。 

郵便事情による書類到着の遅延等についても責任は負いません。 

第１次試験の結果が令和８年３月８日（日）までに連絡がない場合は申込先までご連絡く
ださい。 

・提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合は受付けできないことがあります。受付で
きない時は申込者に連絡しますが、これにより受付期間内に受験手続が完了せず受験さ
れなくても責任は負いませんので受験手続には十分注意してください。 

・受験に際して取得した個人情報は本採用試験及び本採用試験に関する事務以外の目的で
は使用しません。 

・提出された書類は一切返却いたしません。採用試験終了後速やかに破棄します。 


